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１） 提供事例を読んで、実践の良し悪しを判断できる 

２） その判断根拠を事実で示すことができる 

３） 状況判断に不足または不十分な事実を指摘できる 

４） その事実がなぜ必要か、その根拠を言える 

５） 事例提供者がやる気を出せるような助言ができる 

 

 


